
 
 

業務委託契約書 
 

 
1 契 約 番 号 第 08-4007 号 

及 び 件 名 管路維持管理警備業務 

2 業 務 実 施 場 所  札幌市内の委託者が指示した場所 

3 委 託 期 間 令和 ８年 ４月 １日から 

 令和 ９年 ３月３１日まで 

4 委 託 料  1 日 1人当たり基本委託料 

                 円 

 （うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額     円） 

5 契約項目別委託料係数  別表のとおりとする 

6 契 約 保 証 金  免除する 

 

上記の業務委託について、委託者 一般財団法人さっぽろ水道サービス協会（以下、「甲」

という。）と受託者        （以下、「乙」という。）は、次の条項により契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

甲    札幌市東区北 12 条東 7 丁目 1 番 15 号 
セレスタ札幌 2 階 

一般財団法人さっぽろ水道サービス協会 
理事長  中 川 雅 己 

 
 
 
 
               乙 

収入 
印紙 



（総則） 

第1条 甲及び乙は、この契約書に定めるもののほか、別添「管路維持管理警備業務仕様書」に          

従って契約を履行しなければならない。 

（委託料） 

第2条 甲は委託業務に係る業務委託料を委託料一覧表に規定するとおり乙に支払うものとす   

る。 

（業務中止に伴う委託料） 

第3条 第 2 条の委託料一覧表に規定する委託料のうち、甲の事情により業務中止になった場合

の委託料は、次のとおりとする 

(1) 警備業務開始 1 時間前までに、甲から業務中止の連絡を行った場合、委託料は発生しない

ものとする。 

(2) 警備業務開始後に、業務中止となった場合、契約項目に則って支払うものとする。 

2 前条に規定する委託料のうち、乙の事情により業務中止になった場合の委託料は、支払われ

ないものとする。 

（委託期間） 

第4条 本契約の委託期間は、令和８年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日までとする。 

（契約保証金） 

第5条 契約保証金は、免除する。 

（委託料の支払い） 

第6条 乙は、第 2 条の委託料の支払いを月単位で、甲に請求を行う。 

2 甲は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、その日から起算して、30 日以内に

委託料を支払わなければならない。 

（委託業務の実施状況の検査等） 

第7条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況について検査し、又は乙に

対して、甲が必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。この場合、乙に正当

な理由がなくこれを拒んではならない。 

（委託業務の実施に関する協力） 

第8条 甲は、委託業務の実施に関して、乙からの協力要請があったときは、必要な措置を講ず

るものとする。 

（業務内容の変更等） 

第9条 甲は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は一時中止することができ

る。この場合において、委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議してこれを定めるもの

とする。 



（権利義務の譲渡等の禁止） 

第10条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は委託業務を処理さ

せてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

（再委託等の禁止） 

第11条 乙は業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ

甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

（損害賠償） 

第12条 乙は、業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

また、業務の実施に際して第三者に損害を与えたときも同様とする。ただし、その損害のうち

甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。 

（甲の解除権） 

第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙の責に帰すべき理由により委託期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認め

られるとき。 

(2) 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 

(3) 契約の締結若しくは履行に際し不法な行為又はこの契約に違反する行為があったとき。 

(4) 乙が第 10 条又は第 11 条の規定に違反したとき。 

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の既成部分を検査し、当該検査に

合格した部分に相応する委託料について、精算するものとする。 

3 乙は、第 1 項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に対してその損失の補償を請求

することができないものとする。 

（秘密保持） 

第14条 乙又は乙の職員は、本契約の履行期間及び履行後において、業務上知り得た一切の秘 

密情報について、第三者に開示・漏洩しないものとする。 

（乙の解除権） 

第15条 乙は、甲が契約に違反し、その契約により業務を完了することが不可能となったときは、

この契約を解除することができる。 

（協議） 

第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえこれを

定めるものとする。 

（遵守事項） 

第17条 この契約に定める事項のほか、乙は、関係法令及び一般財団法人さっぽろ水道サービス

協会契約規程を遵守しなければならない。 



（委託料一覧表） 

1 契約項目別委託料 

契 約 項 目 

（１人当たり） 

委託料 

1 人当たりの基本委託料 

× 

委託料係数 

（１） 日勤（08:00 から 17:00 まで）  円 

（２） 半日(日勤) 

（日勤の時間帯で業務時間が 4 時間以下） 
  円 

（３） 早朝（04:00 から 08:00 まで）  円 

（４） 日勤・早朝に対する超過時間 

1 時間当たり委託料 
 円 

（５） 夜勤（20:00 から 05:00 まで）   円 

（６） 半日(夜勤) 

（夜勤の時間帯で業務時間が 4 時間以下） 
 円 

（７） 夜勤に対する超過時間 

1 時間当たり委託料 
 円 

 

※上記 1 の（４）及び（７）に規定する委託料は、超過時間 30 分未満は 30 分として、超過

時間 30 分以上 1 時間未満は 1 時間として委託料を支払うものとする。なお、1 円未満の端数

は切り捨てる。 



（委託料一覧表） 

2 契約項目別委託料（有資格者） 

契 約 項 目 

（１人当たり） 

委託料（有資格者） 

1 人当たりの基本委託料 

× 

委託料係数 

（１） 日勤（08:00 から 17:00 まで）  円 

（２） 半日(日勤) 

（日勤の時間帯で業務時間が 4 時間以下） 
 円 

（３） 早朝（04:00 から 08:00 まで）  円 

（４） 日勤・早朝に対する超過時間 

1 時間当たり委託料 
 円 

（５） 夜勤（20:00 から 05:00 まで）  円 

（６） 半日(夜勤) 

（夜勤の時間帯で業務時間が 4 時間以下） 
 円 

（７） 夜勤に対する超過時間 

1 時間当たり委託料 
 円 

 

※上記 2 の（４）及び（７）に規定する委託料は、超過時間 30 分未満は 30 分として、超

過時間 30 分以上 1 時間未満は 1 時間として委託料を支払うものとする。なお、1 円未満の

端数は切り捨てる。 



（様式－1） 

 

 
 

令和  年  月  日 
 
 

業 務 着 手 届 
 
 
 

一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 
理事長  中 川 雅 己村  様 

 
 
 

 住所  
（受託者） 
 氏名              印 
  

  
記 

 
 
 
（契約番号） 第 08-4007 号 

 
（業 務名） 管路維持管理警備業務 
 
上記業務は令和  年  月  日に着手したのでお届けします。 

 
  ※ 
 

課 

長 

 
係 

長 

  業務着手確認欄 
 
             印 

 
注）※印より下の欄は，記入しないで下さい｡ 
 



（様式－2） 
 

 
令和  年  月  日 

 
一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 

理事長   中 川 雅 己 様 
 
 

 住 所  
（受託者） 
 氏 名 ㊞ 

  

業 務 従 事 者 名 簿 
 
 

契 約 番 号 業 務 名 

第 08-4007 号 管 路 維 持 管 理 警 備 業 務 

上記業務に係る業務従事者を次のとおり定めましたので，通知します。 

氏 名 氏 名 氏 名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



（様式－3） 
 

令和  年  月  日 

 

 

業務完了届（ 月分） 

 

一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 
理事長   中 川 雅 己 様 

 
 

 

住所 
（受託者） 
 氏名              印 

 
 

 

契 約 番 号 第 08-4007 号 

業 務 名 称 管路維持管理警備業務 

業務実施期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

届出対象年月 令和  年  月分 

 

上記業務は，令和  年  月  日に完了したのでお届けします。 

 

※ 

 

  

業務完了確認欄 

 印 

 

検

査

実

施

欄 

 

この業務の検査員等に下記の者を命じ，

検査を  月  日に実施する。 

 

検査員  

立会人  

 

 

課 

長 

 
係 

長 

 

注）※印より下の欄は，記入しないでください。 

 



（様式－4） 
 
 

令和  年  月  日 

 

一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 

理事長  中 川 雅 己  様 

 
 
 

 

住所  
（受託者） 

氏名 印 
 

 

 

 

警備業務月報（  月分） 

 

 

 

 

警備業務の実施状況について，別添書のとおり報告します。 



（様式－5） 
 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

業 務 完 了 届 
 
 
 

一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 
理事長  中 川 雅 己 様 

 
 
 

 住所  
（受託者） 
 氏名 印 

 
 
 

記 
 
 
 

（契約番号） 第 08-4007 号 
 

（業 務名） 管路維持管理警備業務 
 

上記業務は令和  年  月  日に完了したのでお届けします。 
 
 

※ 
 
 
 
 

業務完了確認欄 

 印 

 

検

査

実

施

欄 

 

この業務の検査員等に下記の者を命じ，検

査を  月  日に実施する。 

 

検査員  

立会人  

 

課 

長 

 
係 

長 

 

 

 


